
 

さいたま市商店街活性化推進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、商店街の活性化を目的とする事業を行う商店会に対し、予算の

範囲内で補助金を交付することについて、さいたま市補助金等交付規則（平成１３

年さいたま市規則第５９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「商店会」とは、商店街振興組合法（昭和３７年法律第１

４１号）に規定する商店街振興組合、一定の地域において商店が集団形態をとり共

同事業等の活動を行う中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条

第１号に規定する事業協同組合又は市長が適当と認める団体をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象者は、次に掲げるいずれかのものとする。 

（１）商店会 

（２）２つ以上の商店会が第４条各号の事業を実施するために連携した組織 

２ 次に掲げるものは、さいたま市商店街活性化推進事業補助金（以下「補助金」と

いう。）の交付を受けることができない。 

（１）暴力団(さいたま市暴力団排除条例（平成２４年さいたま市条例第８６号)

第２条第１号に規定する暴力団をいう。) 

（２）役員(代表者、理事、監事又はこれらに準ずるものをいう。)のうちに暴力団

員(さいたま市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。)

に該当する者があるもの。 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、前条第１項に定め

る団体が行う事業とし、市長は、次に掲げる商店街の活性化を目的とする事業に対

し補助金を交付するものとする。 

（１）特色性創出事業（街路灯装飾事業・緑化事業等、地域における特色ある取組

で、にぎわいを創出する事業。） 

（２）販売促進事業 

（３）地域活動連携事業（地域の住民や団体と連携したコミュニティ機能の高い事

業。） 

（４）その他、市長が認める商店街の活性化を目的とする事業 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の限度額は、次に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものと

する。 

（１）第３条第１項第１号に掲げる者が実施する事業である場合、一事業あたり、

１００万円までとする。ただし、一商店会が複数回事業を実施する場合、合

計１００万円までとする。 

（２）第３条第１項第２号に掲げる者が実施する事業である場合、一事業あたり、

組織に属する商店会の数に１００万円を乗じた金額までとする。ただし、一



 

商店会が複数回事業を実施する場合は、組織内の実際の経費負担にかかわら

ず、当該補助金額を組織に属する商店会数で除して１，０００円未満を切り

上げた額を一商店会の補助金額とみなし、合計１００万円までとする。なお、

この合計金額は前号とは別に算出する。 

２ 補助率は、補助の対象者に応じて次のように定める。 

（１）補助の対象者が第３条第１項第１号に掲げる者である場合、補助対象経費の

総額の４分の１以内とする。ただし、市長が別に定める要件を満たす場合で、

補助対象経費が１００万円以下のときは補助対象経費の総額の３分の１以

内とし、補助対象経費が１００万円を超えるときは補助対象経費の総額の４

分の１以内で補助調整額８万３千円を加算する。 

（２）補助の対象者が第３条第１項第２号に掲げる者である場合、補助対象経費の

総額の３分の１以内とする。ただし、５つ以上の商店会が連携して行う事業

については、補助率は、補助対象経費の総額の２分の１以内とする。 

３ 前２項の規定により補助金を算出する場合において、算出後の額に１，０００円

未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。 

４ 補助事業について、国、地方公共団体、さいたま商工会議所等から補助を受ける

場合は、当該補助を受ける額に相当する額を当該補助事業の補助対象経費から控除

するものとする。 

５ 商店会が複数の事業を行う場合における補助金の算出は、当該複数の事業におけ

る補助対象経費の合計額を一の事業における補助対象経費とみなして、第１項に定

める補助金の限度額及び第２項に定める補助率等を適用するものとする。 

（補助対象経費等） 

第６条 第４条に定める事業にかかる補助対象経費は、別表のとおりとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、さいたま

市商店街活性化推進事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」とい

う。）に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、補助対

象事業を実施する者、実施時期及び実施内容等が重複する事業は、同年度内に複数

回申請することはできない。 

２ 第１項に規定する交付申請書の提出期限は、市長が別に定める。 

３ 第１項の規定により交付申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただ

し、申請時において当該仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

ない。 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、当該交付申請の



 

内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の目的及び内容が適正で

あるかどうかを調査し、補助の可否について決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、速やか

にさいたま市商店街活性化推進事業補助金交付・不交付決定通知書（様式第２号）

により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付を決定するに当たっては、前条第３項

本文の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額につい

て、減額して交付申請がなされたものについては、当該交付申請の内容を審査し、

適当と認められるときは、当該交付申請額で決定するものとする。 

４ 市長は、前条第３項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては、

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金額の確定

において当該補助金額を減額することとし、その旨の条件を付して交付決定するも

のとする。 

５ 市長は、第１項の規定により補助金の交付の決定を受けたもの（以下「補助事業

者」という。）が、第３条第２項各号に該当した場合は、交付の決定の全部又は一

部を取り消すものとする。 

６ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は期限を定めて、

その返還を求めるものとする。 

（変更等承認） 

第９条 補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分、補助金交付申請額を変更しよ

うとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくさい

たま市商店街活性化推進事業変更・中止・廃止承認申請書（様式第３号。以下「変

更等承認申請書」という。）に必要な書類を添付して、市長に提出し、当該変更、

中止又は廃止の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、こ

の限りでない。 

２ 市長は、前項の規定により変更等承認申請書が提出された場合において、当該変

更承認申請の内容を審査し、適当と認められるときは、さいたま市商店街活性化推

進事業変更・中止・廃止承認通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知する

ものとする。 

（状況報告） 

第１０条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況等につ

いて、当該要求に係る事項を、市長が指定する日までに書面で報告しなければなら

ない。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（第９条第２項の規定による中止

又は廃止の承認を受けたときを含む。）は、速やかにさいたま市商店街活性化推進

事業実績報告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。）に必要な書類を添付

して、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により実績報告書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して



 

報告しなければならない。 

（交付確定） 

第１２条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合は、当該実績報告

の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該実績報告に係る補助事業の

成果が補助金の交付の決定の内容（第９条第２項の規定による承認をしたときは、

当該承認された内容。）及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合

すると認められるときは、交付すべき補助金額を確定し、さいたま市商店街活性化

推進事業補助金交付確定通知書（様式第６号。以下「交付確定通知書」という）に

より補助事業者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第１３条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、さいたま市商店街

活性化推進事業補助金交付請求書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（書類の整備） 

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備える

とともに、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、保管しなければならな

い。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、当該補助事業の完了の日の属す

る会計年度の翌会計年度から５年間とする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定） 

第１５条 補助事業者は、第１１条の規定による実績報告を行った後に消費税及び地

方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が

確定した場合は、さいたま市商店街活性化推進事業消費税及び地方消費税の確定に

伴う報告書（様式第８号）に必要な書類を添付して、速やかに市長に報告しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定により報告があった場合は、当該報告の内容を審査し、適当

と認められるときは、確定した補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

（重複補助の禁止） 

第１６条 市長は、補助金の交付を受けようとする者が、補助事業について市が実施

する他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、この要綱に基づく補助金の交

付は行わない。 

（その他） 

第１７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の前日までに、さいたま市商店街支援事業補助金交付要綱又は埼

玉県の商店街活力再生推進事業補助金交付要綱により補助を受けた事業に係る市

長又は埼玉県知事への報告、承認等を要する事項は、同要綱の規定による。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 



 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ さいたま市商店街コミュニティ・サポート事業補助金交付要綱は、廃止する。 

３ この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による廃止前のさいたま市商店街コ

ミュニティ・サポート事業補助金交付要綱第４条の規定により事業計画の認定を受

けた事業に対する補助については、なお従前の例による。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日の前日までに、改正前のさいたま市商店街活性化推進事業補

助金交付要綱第４条第３項の規定により事業計画の認定を受けた事業に対する補

助については、なお従前の例による。ただし、当該認定を受けた事業計画に基づき

事業が実施されない場合は、この限りでない。 

附 則 
１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
２ この要綱による改正後のさいたま市商店街活性化推進事業補助金交付要綱第７

条の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る商店街活性化推進事業補助金の

交付について適用し、同日前の申請に係る商店街活性化推進事業補助金の交付につ

いては、なお従前の例による。 

附 則 
１ この要綱は、平成２６年６月１２日から施行する。 
２ この要綱の施行の日の前日までに、改正前のさいたま市商店街活性化推進事業補

助金交付要綱第４条第３項の規定により事業計画の認定を受けた事業に対する補

助については、なお従前の例による。ただし、当該認定を受けた事業計画に基づき

事業が実施されない場合は、この限りでない。 

   附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日の前日までに、改正前のさいたま市商店街活性化推進事業補

助金交付要綱第４条第３項の規定により事業計画の認定を受けた事業に対する補

助については、なお従前の例による。ただし、当該認定を受けた事業計画に基づき

事業が実施されない場合は、この限りでない。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和２年７月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

別表（第６条関係） 補助対象経費 

経費区分 具体例 可否 

消耗品費 
消耗品、装飾品、装飾材料、教材、資料等 ○ 

景品、記念品、賞品、食材等 － 

委託料 

会場設営委託、会場警備委託等 ○ 

デザイン製作委託等 ○ 

人材派遣委託等 ○ 

報償費 講演料、出演料等 ○ 

印刷製本費 印刷費、資料製本費等 ○ 

使用料及び賃借料 
会場借上料、設備賃借料等 ○ 

車両借上料等 ○ 

役務費 

イベント保険料等 ○ 

広告料等 ○ 

手数料等 ○ 

郵送料等 ○ 

備品購入費 各種機材購入費等 － 

旅費 交通費、宿泊費等 － 

食糧費 賄費、弁当代、茶菓子代等 － 

燃料費 ストーブの灯油代、発電機のガソリン代等 ○ 

光熱水費 電気料等 ○ 

 

備考 

１ 報償費のうち、講演料については１事業当たり５万円を補助限度額とし、出演

料については、１事業当たり１０万円を補助限度額とする。 

２ 委託料のうち、人材派遣委託については１事業につき２０万円を補助限度額と

する。 

３ 商店会の構成員に支払う場合、構成員の生業における事業活動本来の対価とし

て発生する経費を限度とする。 

４ 補助対象事業の実施に必要な物品購入、業務委託等を行う場合は、市内業者を

活用するよう努めることとする。 

 


